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一般旅客 自動車運送事業者 の法令違反に対する行政処分等の公表の基準につ いて

一般旅客自動車運送事業者の法令違反についてt道 路運送法第40条 及びタクシー業務

適正化特別措置法第52条 第 1項の規定に基づく許可の取消し等の行政処分等を受けた事

業者名及び処分内容等を公表することにょり、利用者等による事業者の選択を可能とし利

用者の保護に資するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保に資するため、当該

公表についての基準を次のとおり定めたので、下記事項について周知徹底するとともに、

今後、この基準に従い公表を行うこととされたい。

¬.行 政処分等の公表は、地方運輸局及び沖縄総合事務局 (以下 「各運輸局等」とい

う。)単 位で実施するものとする。

2.行 政処分等の公表範囲は、次のとおりとする。

(1)文 書による警告を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者

記



( 2 )自 動車その他の輸送施設の使用の停止 (以下 「自動車等の使用停止」 という。)

処分を受けた一般旅客自動車運'送事業者

事業の停止処分を受けた一般旅客自動車運送事業者

営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令を受けた一般乗用旅客自動 車運送事業

者

(5 )許 可の取消 し処分を受けた一般旅客 自動車運送事業者

3 .行 政処分等の公表内容は、

( 1 )行政処分等の年月 日

( 2 )事業者の氏名又は名称

の名称を含む。)

次のとおりとする。

(複数の営業所が ある場合は当該行政処分等に係 る営業所

( 3 )事 業者及び当該行政処分等に係 る営業所の所在地 (市区町村まで)

( 4 )行 政処分等の内容

( 5 )主 な違反条項

( 6 )違 反行為の概要

( 7 )違 反点数付与状況

4 .行 政処分等の公表時期及び方法はt次 のとおりとする。

(1 ) 2 .に 該当することとなうた一般旅客自動車運送事業者については、 当該事業者

が受けた行政処分等について、その都度報道機関等へ 3.の 内容を記載 した資料 を

提供するとともに、各運輸局等の局報及びホームページに掲載するもの とする。た

だ し、一般乗用旅客自動車運送事業者の行政処分等に係る各運輸局等の局報及びホ

ームページヘの掲載については、 1か 月分を取 りまとめて行うことがで きるもの と

する。

(2 )ホームペニジの掲載は、行政処分等が行われた日か ら3年 間継続 して行 うもの と

する。

5。 国土交通省本省は、各年度末にその年度に行政処分等を受けた会社数、行政処分等

の内容ごとの件数及び違反点数が 20点 を超えた事業者の概要を報道資料及びインタ

ーネッ トで公表するものとする。また、各運輸局等においても、各運輸局等 ごとに こ
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れ らの情報を同様の方法で公表するものとする。

6 . 4 .に より各運輸局等のホームページに掲載された事項は、国土交通省本省のホー

ムページからリンクするものとする。

7.各 運輸局等は、地域の実情に応じ、優良事業者等について表彰を行うことができる

ものとする。

附貝J

l .こ 1の基準は、平成 1 4年 2月 1日 か ら実施するものとする。

2 .平 成 1 3年 度において行われた行政処分等に係る 5ぃ の公表については、平成 1 4

年度末において平成 1 4年 度分の公表 と併せて行うものとする。




